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支援を提供することを目的とします。

　　２、事業者の目的

広青苑短期入所生活介護事業所　（利用定員１０名）

　広青苑居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基づき、利用者が

ケアハウス　「いこいの里」　（入居定員１５名）

施設の名称

代表者名

併設施設

指定居宅介護支援事業所　　重要事項説明書

　　（秋田県指定　　第０５７２３０２３２１号）

　　１、事業者の概要

社会福祉法人　　五城目やまゆり会

管理者　　柴田　雄策

特別養護老人ホーム「広青苑」（入居定員８０名）

理事長　　畠山　　順太郎　　　

秋田県南秋田郡五城目町上樋口字樽沢137番地

ＴＥＬ　　　０１８－８５２－５４００

ＦＡＸ　　　０１８－８５２－５０１１

経営法人の名称

法人代表者氏名

所在地

電話番号

その有する能力に応じ自立した生活が送れるよう、適切な指定居宅介護

広青苑通所介護事業所　（利用定員２0名）

広青苑居宅介護支援事業所

　　当施設は介護保険の指定を受けています。
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広青苑居宅介護支援事業所

相談室　　　　　　　　　　　　　展示ホール

建物構造 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平屋建

主な共用設備

建物床面積

秋田中央交通五城目線～五城目バスターミナル

下車～徒歩で２０分程度

展示材料保管室　　　　　　　事務室

トイレ　　　　　　　　　　　　　　その他

ＦＡＸ　　　０１８－８５２－５０１１

　８：３０～１７：３０営業時間

営業日 月曜日～金曜日(但し、祝日・１２／２９～１／３を除く)

　　４、営業日及び営業時間

施設種別 指定居宅介護支援事業所

　３，３４１．５８㎡　（広青苑施設全体面積）

交通の便

１４，５６５．４７㎡　（広青苑施設全体面積）

電話番号 ＴＥＬ　　　０１８－８５２－５４００

敷地面積

ＪＲ奥羽本線～八郎潟駅下車～車で１５分程度

管理者 柴田　雄策

所在地 秋田県南秋田郡五城目町上樋口字樽沢１３７番地

開設年月日 平成12年4月1日

　　３、利用施設の概要

施設の名称
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事　　業　　方　　針

①　利用者やご家族の意向を尊重し、専門的な立場で相談に応じ、有効

　なサービス計画を組み立てて、豊かで安らぎのある在宅生活が続けら

　　５、サービスの提供方針

　当施設においては、常に利用者の立場に立って介護サービスを提供

いたします。

　また、介護保険法や厚生労働省令などの趣旨と内容に沿い、介護支援

専門員や地域の医療・保健・福祉サービスの関係機関などと綿密な連携

を図りながら、総合的な居宅サービスの提供が図れるように努めます。

　　６、サービスの内容

　を果たします。

③　利用者やご家族、サービス機関担当者とのコミュニケーションを密に

　れるように支援させていただきます。

②　利用者のニーズと社会資源の架け橋になるよう、情報収集や各種機

　関などとの連携を図り、地域ケアにおけるコーディネーターとしての役割

するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者

等との連絡調整その他の便宜の供与を行います。

（２）　居宅介護支援にあたっては、利用者の心身の状況、置かれている

　し、それぞれの信頼関係に基づいたサービスが、連携して適切に提供

適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案して、利用するサ

ービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成

（１）　利用者が自宅において日常生活を営むために、必要なサービスを

　されるよう、各種サービス機関の調整を行ないます。

に利用者の立場に立って提供されるサービスが特定の種類又は特定の

事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行ないます。

環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者

から総合的かつ効率的に提供されるよう努力いたします。

（３）　居宅介護支援にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常



出て、被保険者証に記載する必要があります。

　具体的には上記の居宅介護支援専門員にご相談ください。
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沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する書面を作成

（４）　居宅介護支援にあたっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防

止又は要介護状態になることの予防に資するよう行なうとともに、医療サ

ービスとの連携に十分配慮いたします。

（５）　事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその

家族、事業者との連絡を継続的に行なうことにより、居宅サービス計画の

実施状況を把握するとともに、利用者についての解釈すべき課題を把握

し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その

他の便宜の提供を行ないます。

（６）　前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について

適切な記録を作成・保管し、利用者に対して継続的に情報提供、説明等

を行ないます。

　　７、担当の介護支援専門員

　担当する居宅介護支援専門員を事業者側の事情により変更する場合

には、あらかじめ利用者と協議します。

　　８、サービスの記録

（１）　サービスを提供した際には、あらかじめ定めた書面に必要事項を記

入し、必要により利用者の確認を受けます。

（２）　一定期間ごとに（又は１ヶ月ごとに）「居宅サービス計画」の内容に

して、利用者に説明のうえ交付します。

（３）　記録は、作成後5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて開

　　９、市町村への届け出

示に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。

　この居宅介護支援のサービスを受ける際には、その旨を市町村に届け



　　１０、利用者負担金
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（２）　介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張

する必要がある場合には、その旅費（実費）の支払いが必要となります。

　　１１、キャンセル等

（３）　利用者は、１週間以上の予告期間があれば、契約全体を解除する

（１）　居宅介護支援については、利用者負担はありません。

（１）　利用者がこの居宅介護支援に係る訪問調査、居宅サービス契約の

（１）　業務上知り得た利用者及び家族に関する秘密及び個人情報につい

下で個人情報を利用できるものとします。

ては、正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者

に漏らすことはありません。

（２）　あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、一定の条件の

（２）　居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者

　　１２、秘密保持

作成等のサービス提供をキャンセルし、又は中断する場合は、事前ご連

絡ください。

（４）　サービス提供のキャンセル又は契約解除の場合にも、キャンセル

料等はありません。

が行なった依頼等を取り消す場合も、速やかにご連絡ください。

こともできます。

　　１３、サービスの利用開始等

　利用は契約書、運営規定、重要事項説明書などに基づき開始されます。

　また、契約書などの契約の解除項目に該当する場合は利用を辞退して

いただくことになります。



５年間保管するものとします。

する。

6

介護支援の提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から

　介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者

もしくはその家族から求められた時には、これを提示するものとします。

　居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録、その他指定居宅

　　１６、　記録の整備

　事業者は当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、

各号に掲げる措置を講じるものとする。

　当法人及び当施設では、ご利用者などの個人情報を適切に取り扱う

ことは、介護保険事業に携わる者の重大な責務と考えております。

　　　　従って、法人・施設が保有する個人情報に関しては、適正な取扱い

　　１７、感染症の予防及びまん延の防止

をするとともに、個人情報に関する法令、その他関係法令、ガイドライン

などを遵守し、以下の基本方針に基づき個人情報の保護に努めてまい

ります。

　　１５、　身分証明書の携行

　　１４、個人情報の保護

（１）　個人情報の保護に関する基本方針

（１）　当事業所における感染症予防及びまん延の防止のための指針を整備

のための研修及び訓練を定期的に実施する。

　　１８、虐待防止のための措置に関する事項

　事業所は、利用者の人権擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するた

（２）　当事業所において、介護支援専門員に対し、感染症及びまん延の防止

め、各号に掲げる措置を講ずるものとする。

（２）　当事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修

　事業所は、サービス提供中に、当該事業者または擁護者による虐待を受け

たと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に報告する

を定期的に行い、適切に実施するために担当者を置く。

（１）　当事業所における虐待防止の指針を整備する。

ものとする。
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（３）　感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう訓練を実

機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。

（２）　事業者は、事業所の見やすい場所に運営規定の概要等、利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示するものとする。

（１）　感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成する。

（１）　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

（２）　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

　　１９、身体拘束の適正化の推進

得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとする。

（２）　相談しやすい組織体制の整備をする。

（３）　事業所内で情報共有する。

　　２１、業務継続計画の策定等

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

（１）　利用者・家族等と事業者・施設による相互的な確認を行う。

　　２０、ハラスメント対策の強化

（４）　利用者・家族等への啓発活動を行う。

（５）　ハラスメントに対して定期的に勉強会を開催する。

（１）　事業者は、従業者の質的向上を図るための年１回以上の研修会の

　　２２、その他運営に関する重要事項

（２）　感染症及び災害に係る研修を定期的（年1回以上）に行う。

施する。
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個人情報の保護に関する基本方針

　１、　個人の人格を尊重する理念のもと、個人情報の適正な取扱いに関

　　　　する法令その他の規範を遵守します。

　２、　個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。

　３、　個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的

　　　　の範囲でのみ個人情報を利用します。

　４、　全ての従業者が個人情報保護の重要性を理解し、個人情報を適切

　　　　に取り扱うよう教育いたします。

　５、　あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、

　　　　個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。

　６、　個人情報の取扱いを委託する場合は、個人情報の安全管理が図ら

　　　　れるよう適切に監督します。

　７、　個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを

　　　　防止するため、適切な措置を講じます。

　８、　本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停

　　　　止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場

　　　　合には速やかに対応します。

　９、　個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やか

　　　　に対応します。

１０、　個人情報保護のための管理体制および取組みを継続的に見直し、

　　　　その改善に努めてまいります。

社会福祉法人五城目やまゆり会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　畠山　　順太郎

（２）　個人情報の利用目的

　当法人及び当施設が取得した個人情報を利用させていただく項目は

以下のとおりです。

　なお、あらかじめご利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要

な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
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個人情報の利用目的

　１、利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的

　（１）　施設内部での利用目的

　　①施設が利用者本人に提供する介護サービス及び介護予防サービス

　　②認定調査や居宅サービス計画作成などに係る業務

　　③介護保険事務

　　④介護サービス及び介護予防サービスの利用に係る施設の管理運営

　　　業務のうち、利用の開始・終了などの管理、会計・経理、事故・緊急

　　　時などの報告、利用者本人の介護・医療サービスの向上

　（２）　他の介護事業者などへの情報提供を伴う利用目的

　　①施設が利用者本人に提供する介護サービスのうち、利用者本人が

　　　利用の開始・終了する際の、他のサービス事業者・居宅介護支援事

　　　業者・地域包括支援センターなどとの連携、照会への回答

　　②利用者本人の診療などにあたり、外部の医師との連携、状態の説

　　　明、助言を求める場合

　　③家族への心身の状態説明

　　④認定調査や居宅サービス計画作成などに係る照会への回答

　　⑤介護サービス及び介護予防サービスの計画作成に係る照会への

　　　回答

　　⑥介護保険事務のうち、審査支払い機関へのレセプトの提出、審査支

　　　払い機関または保険者からの照会への回答

　　⑦損害賠償保険などに係る保険会社などへの相談または届出

　２、上記以外の利用目的

　（１）　施設内部での利用に係る利用目的

　　　施設の管理運営業務のうち、介護サービス及び介護予防サービスや

　　　業務の維持・改善の基礎資料、施設において行なわれる学生などの

　　　実習への協力、施設において行なわれる事例研究

　（２）　他の事業者などへの情報提供に係る利用目的

　　　施設の管理運営業務のうち、外部監査機関・外部評価機関などへの

　　　情報提供



受付の
報告・確認
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　　１５、苦情・相談等の受付

　当施設において提供する介護サービスに関する、ご利用者、ご家族な

どからの苦情・相談・要望等に対しては、受付窓口を設け苦情受付担当

者を配置し、適切に対応いたします。

　（１）　苦情解決の手順

周知・説明
　・苦情解決責任者は、ご利用者などに対して苦情解決の仕組み

　　を十分に周知・説明します。

受　付
　・苦情受付担当者は、ご利用者などからの苦情を受付けします。

　　内容は書面に記録し、苦情申出人に確認します。

　・第三者委員が直接苦情を受けることもできます。

　・苦情受付担当者は、受付けた苦情を苦情解決責任者及び第三

　者委員へ報告します。（ただし、苦情申出人が第三者委員への報

　告を拒否した場合は除きます。）

　・第三者委員は、苦情内容の報告を受けた場合、内容を確認する

　とともに、苦情申出人に報告を受けた旨を通知します。

話し合い
　･苦情解決責任者は、苦情申出人と話し合いを行ない、解決案を

　提示します。

　･第三者委員が立ち会う場合、第三者委員は内容の確認、解決

　案の調整・助言・結果や改善事項の確認を行います。

記録・報告
　･苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果

　について記録します。

　･苦情解決責任者は、一定期間毎に、苦情解決結果について、第

　三者委員に報告し、必要な助言を受けます。

　･苦情解決責任者は、改善を約束した事項について、一定期間経

　過後、苦情申出人及び第三者委員に報告します。

公　表
　･苦情解決責任者は、苦情解決の取組み実績を、事業報告書や

　苑報などで公表します。
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　第三者委員

　　　　　　　　　　嶋崎　幸喜　　　ＴＥＬ　　０１８－８７５－２８７６

　　　　　　　　　　越高　友子　  　ＴＥＬ　　０１８－８５３－２４２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０１８－８６２－３８５０

　施設外機関

　　　　　　　　　　五城目町町民福祉課　介護保険係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥL　　０１８－８５２－５１０７

　　　　　　　　　　秋田県福祉サービス相談支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０１８－８６４－２７２６

　　　　　　　　　　秋田県国民健康保険団体連合会　介護保険課

　　　　　　　　　受付時間　　　   　営業日　　　８：３０～１７：３０

　　　　　　　　　　※問合わせについては、原則、受付時間内の対応とさ

　　　　　　　　　　島﨑　春美　　　ＴＥＬ　　０１８－８７５－３６３９

                         せていただきます。

　　　　　　　　　　   ただし、緊急の場合には、２４時間対応いたします。

　苦情解決責任者

　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム「広青苑」

　　　　　　　　　　施設長　　　石井　正子　

　（２）　苦情解決機関等

　苦情・相談・要望などの受付窓口

　　　　　　　　　〒０１８－１７２３

　　　　　　　　　南秋田郡五城目町上樋口字樽沢１３７番地

　　　　　　　　　広青苑居宅介護支援事業所

　　　　　　　　　　（特別養護老人ホーム「広青苑」内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　０１８－８５２－５４００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　０１８－８５２－５０１１

　　　　　　　　　受付担当者　　　　管理者　　　柴田　雄策



　

住　　所

氏　　名 印

住　　所

氏　　名 印
続　　柄
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理事長　　畠山　　順太郎　　　　　　　様

社会福祉法人五城目やまゆり会

居宅支援サービスの提供開始に係わる同意書

　　私は、本書面に基づいて、広青苑居宅介護支援事業所についての重要事項

　の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

利　用　者

利用者の家族（契約者）



住　　所

氏　　名 印

住　　所

氏　　名 印
続　　柄
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社会福祉法人五城目やまゆり会

理事長　　畠山　　順太郎　　　　　様　　

個人情報の利用に係る同意書

　　私は、広青苑居宅介護支援事業所が、私及び家族（契約者）の個人情報を、

　以下に定める条件のとおり必要最低限の範囲で、収集、利用、または提供す

　ることに同意しました。

　１、利用期間　：　介護サービスの提供期間及び契約期間に準ずる。

　２、利用目的　：　本書面中の、「個人情報の利用目的」のとおりとする。

　３、利用条件　：　　

　　　（１）　個人情報の利用は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外

　　　　　決して利用しない。

　　　　　　また、利用者及び家族（契約者）とのサービス利用に関わる契約の締

　　　　　結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。

　　　（２）　個人情報を利用した会議の内容や相手方などについて、経過を記録

　　　　　し、請求があれば開示する。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

利　用　者

利用者の家族（契約者）


